




©©

2

1



Association of South East Asian Nations

3

4

2



5

6

3



7

8

4



9

10

5



11

12

6



13

14

7



15

©©
8



© Japan Patent Attorneys Association

2
9



3

•
•

DGIP Kuningan DGIP Kuningan
4

(DGIPR: Directorate General of Intellectual Property Rights)

10



DGIP Tangeran

DGIP Tangeran

5

AMBadar & Partners

AMBadar

AMBadar

6
11



SKC Law

SKC Law

SKC Law

7

Biro Oktroi Roossene

BOR
8

BOR

12



AFFA
AFFA

9

AFFA

10
13



11

12

•

•

•

14



13

•

•

•

14

•

•

•

15



15

16
16



17

18
17



19

20
18



21

22
19



23

•
•

24
20



25

•

•

•

26
21



27

28
22



29

30
23



© Japan Patent Attorneys Association

24



© Japan Patent Attorneys Association

2
25



3

4
26



5

6
27



7

8
28



9

http://www.dgip.go.id/paten pengumuman a tahun 2014

10

http://www.dgip.go.id/paten pengumuman a tahun 2014

29



11

12

http://paten indonesia.dgip.go.id/

30



13

http://paten indonesia.dgip.go.id/

14
31



15

16
32



17

18
33



19

20
34



21

22
35



23

24
36



25

26
37



27

28
38



29

30
39



31

32
40



© Japan Patent Attorneys Association

41



© Japan Patent Attorneys Association

•
•
•
•
•
•
•

•
•

2

42



3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
* 4,473 3,866 4,201 4,047 4,196 4,012 4,258

APAA 63rd COUNCIL MEETING Designs Committee Indonesian Group Report 2014
By Insan Budi Maulana October 14, 2014
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Members shall provide for the protection of independently created industrial designs
that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if
they do not significantly differ from known designs or combinations of known design
features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated
essentially by technical or function considerations.
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PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :  
1. Nama       
2. Kewarganegaraan
3. Alamat
4. Telepon
5. No.  HP & E-mail   

. Pemegang Hak Cipta
1. Nama                
2. Kewarganegaraan
3. Alamat
4. Telepon
5. No.  HP & E-mail   

IV.  Jenis dari judul ciptaan yang 
dimohonkan

V. Tanggal dan tempat di-
umumkan untuk pertama
kali di wilayah Indonesia 
atau di luar wilayah Indo-
nesia

VI Uraian ciptaan

Tanda T angan

Nama Lengkap

. Kuasa 
1. Nama                
2. Kewarganegaraan      
3. Alamat               
4. Telepon                
5. No.  HP & E-mail  
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Parts and fittings, ApparatusParts and fittings, Apparatus
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Article 4
A mark shall not be registered on the basis of an
application by an applicant having not good faith.

Article 6(2)
The provision as referred to in paragraph (1) letter b is
also applicable to goods and/or services, which are not of
the same kind, provided that it fulfils certain conditions
that will be regulated further by Government Regulation.
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• Am Badar & Partners http://www.ambadar.com

Nadia Am Badar, S.H

• SKC Law http://www.skc.co.id

Nidya Kalangie / Andrew Conduit

• AFFA Intellectual Property Rights http://www.affa.co.id

Achmad Fatchy
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ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

有
り

特
許

：
出

願
日

か
ら

3
6
月

以
内

（
＊

①
4
8
条

(1
)、

4
9
条

(1
)）

小
特

許
：
出

願
日

か
ら

6
月

以
内

(*
①

1
0
5
条

(2
))

無
し

（
＊

①
）

有
り

。
以

下
対

応
他

国
出

願
の

調
査

結
果

が
利

用
で

き
る

場
合

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
２

つ
の

パ
タ

ー
ン

。
１

）
対

応
出

願
の

調
査

報
告

に
基

づ
い

て
優

先
日

か
ら

3
6
カ

月
以

内
に

審
査

レ
ポ

ー
ト

請
求

　
２

）
対

応
出

願
の

審
査

結
果

に
依

存
し

た
い

場
合

、
優

先
日

よ
り

5
4
カ

月
以

内
に

補
充

審
査

レ
ポ

ー
ト

請
求

。
こ

の
場

合
は

、
最

終
的

な
サ

ー
チ

及
び

審
査

の
結

果
等

の
書

類
も

提
出

。

・
有

り
・
請

求
期

限
：
「
公

開
公

報
発

行
か

ら
5
年

以
内

」
又

は
「
異

議
申

立
が

あ
っ

た
場

合
、

異
議

決
定

か
ら

1
年

以
内

」
の

う
ち

何
れ

か
遅

い
方

(2
9
条

)(
*
②

)
・
出

願
公

開
日

は
不

定
(平

均
2
年

程
度

 2
8
条

(2
))

有
り

。
 I
P

O
公

報
に

出
願

公
開

さ
れ

た
日

か
ら

6
月

以
内

に
審

査
請

求
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
（
＊

①
4
4
条

、
4
8
条

）
P

C
T
国

内
移

行
に

つ
い

て
は

、
移

行
日

か
、

移
行

日
か

ら
6
月

以
内

。
（
＊

③
）

対
応

外
国

出
願

の
調

査
結

果
(国

際
調

査
を

含
む

)を
利

用
で

き
る

場
合

に
は

、
そ

の
報

告
の

写
し

と
、

そ
の

英
訳

と
、

審
査

報
告

の
請

求
書

と
を

所
定

の
期

間
内

に
提

出
す

る
(＊

①
2
9
条

(2
)(

c)
,(
d
))

。
こ

の
所

定
の

期
間

は
、

優
先

日
か

ら
原

則
2
1

カ
月

以
内

(＊
③

4
5
条

(1
))

。

出
願

日
又

は
最

先
の

優
先

日
か

ら
4
2
カ

月
以

内
（
＊

①
 1

1
3
条

(1
)）

【
通

常
実

体
審

査
】
(規

則
2
7
)(

*
②

)
・
マ

レ
ー

シ
ア

特
許

庁
に

よ
る

審
査

・
出

願
日

か
ら

1
8
月

以
内

(5
年

ま
で

延
長

可
能

)に
請

求
・
Ｐ

Ｃ
Ｔ

の
場

合
は

、
国

際
出

願
提

出
日

か
ら

4
年

以
内

(1
年

の
延

長
可

能
)

【
修

正
実

体
審

査
】
(規

則
2
7
A

)(
*
②

)
・
他

国
の

審
査

結
果

を
利

用
す

る
審

査
・
出

願
日

か
ら

1
8
月

以
内

(5
年

ま
で

延
長

可
能

)に
請

求
・
Ｐ

Ｃ
Ｔ

の
場

合
は

、
国

際
出

願
提

出
日

か
ら

4
年

以
内

(1
年

の
延

長
可

能
)

　

出
願

日
又

は
優

先
日

か
ら

3
2
月

以
内

（
小

特
許

の
場

合
は

1
2

月
以

内
）

（
3
9
条

）
(*

①
)

・
有

り
（
対

応
出

願
が

他
国

で
特

許
に

な
っ

た
場

合
）

対
応

す
る

外
国

出
願

及
び

特
許

に
関

す
る

情
報

を
要

求
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
（
＊

①
3
0
条

-
3
2
条

）

上
記

１
）
、

２
）
の

請
求

を
早

期
に

行
う

こ
と

で
、

早
期

に
審

査
結

果
を

得
る

こ
と

が
で

き
る

と
思

わ
れ

る
。

無
し

 (
*
②

)

無
し

。
対

応
す

る
外

国
出

願
及

び
特

許
に

関
す

る
情

報
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（
＊

①
3
9
条

）

無
し

・
有

り
・
早

期
審

査
は

手
数

料
の

支
払

い
を

条
件

に
請

求
可

能
・
早

期
審

査
の

請
求

は
、

請
求

時
点

に
お

け
る

特
許

庁
の

状
況

に
よ

り
拒

否
さ

れ
る

こ
と

も
あ

り
得

る
・
実

務
的

に
は

、
審

査
官

は
、

早
期

審
査

の
要

求
に

対
し

て
、

庁
に

お
け

る
特

許
出

願
の

審
査

待
ち

量
の

た
め

、
あ

ま
り

気
が

進
ま

な
い

状
態

で
あ

る
。

有
り

（
規

則
2
7
E
）

(*
①

)
不

明

有
り

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

無
し

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

有
り

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

有
り

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

有
り

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

無
し

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

無
し

 （
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

有
り

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

無
し

（
＊

Ｊ
Ｐ

Ｏ
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
参

照
）

プ
ロ

グ
ラ

ム
×

（
＊

②
）
特

許
法

7
条

©
除

外
規

定
無

し
（
＊

①
4
条

）
。

除
外

規
定

無
し

×
(特

許
法

9
条

(3
))

(*
②

)
×

（
＊

①
2
2
条

）
除

外
規

定
無

し
×

（
＊

①
5
9
条

(2
)）

除
外

規
定

無
し

(1
3

条
)(

*
①

)
但

し
、

除
外

さ
れ

る
と

の
情

報
有

り
(*

②
)

除
外

規
定

無
し

Ｊ
Ｐ

Ｏ
と

の
Ｐ

Ｐ
Ｈ

の
有

無

出
願

審
査

請
求

制
度

早
期

審
査

制
度



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

治
療

方
法

×
（
＊

①
7
条

(b
)）

人
間

だ
け

で
な

く
動

物
も

保
護

対
象

か
ら

除
外

×
（
＊

①
4
条

(i
ii)

）
。

人
間

だ
け

で
な

く
動

物
も

保
護

対
象

か
ら

除
外

×
（
＊

①
1
6
条

(2
)

人
間

だ
け

で
な

く
動

物
も

保
護

対
象

か
ら

除
外

×
(特

許
法

9
条

(4
))

(*
②

)
人

間
だ

け
で

な
く
動

物
も

保
護

対
象

か
ら

除
外

×
（
＊

①
2
2
条

）
人

間
だ

け
で

な
く
動

物
も

保
護

対
象

か
ら

除
外

○
　

（
＊

①
1
4
条

（
７

）
）

×
 （

＊
①

5
9
条

(7
)）

×
（
1
3
条

）
(*

①
)

×
（
2
1
条

）
(*

①
)

備
考

・
公

序
良

俗
違

反
等

の
除

外
対

象
が

よ
り

広
い

（
＊

①
 9

条
）

公
知

、
公

用
、

刊
行

物
公

知
に

つ
い

て
世

界
公

知
　

（
＊

①
3
条

(1
)）

公
知

、
公

用
、

刊
行

物
公

知
に

つ
い

て
世

界
公

知
　

（
＊

①
6
条

2
段

落
）

公
知

、
公

用
、

刊
行

物
公

知
に

つ
い

て
世

界
公

知
　

（
＊

①
1
4
条

(1
)(

2
)）

・
タ

イ
国

内
で

公
知

、
公

用
(特

許
法

6
条

(1
))

・
タ

イ
国

内
又

は
外

国
で

刊
行

物
公

知
(特

許
法

6
条

(2
))

(*
②

)

内
外

国
公

知
、

内
外

国
刊

行
物

(＊
①

2
4

条
）

内
外

国
公

知
、

内
外

国
刊

行
物

(＊
①

特
許

法
1
4
条

(2
))

世
界

公
知

 （
＊

①
6
0

条
（
１

）
）

世
界

公
知

（
1
4
条

）
(*

①
)

世
界

公
知

（
1
3
条

）
(*

①
)

・
実

験
、

学
術

団
体

へ
の

発
表

対
象

は
出

願
前

６
月

　
・
研

究
開

発
の

目
的

の
実

施
は

出
願

前
６

月
　

・
秘

密
保

持
に

反
す

る
公

知
は

出
願

前
１

２
月

　
（
＊

①
 4

条
(1

)(
a)

(b
)(

2
)）

出
願

人
ま

た
は

そ
の

承
継

人
の

行
為

、
あ

る
は

、
こ

れ
ら

の
者

か
ら

発
明

を
知

っ
た

者
に

よ
る

濫
用

の
行

為
に

よ
っ

て
新

規
性

喪
失

し
て

か
ら

1
年

以
内

（
＊

①
6
条

3
段

落
）

優
先

日
以

前
1
2
カ

月
以

内
に

特
許

を
受

け
る

権
利

を
有

す
る

者
の

意
に

反
し

て
、

ま
た

は
国

際
博

覧
会

に
出

展
し

て
、

ま
た

は
学

会
に

発
表

し
て

新
規

性
を

喪
失

し
た

場
合

、
例

外
扱

い
(*

①
1
4
条

(4
)-

(6
))

・
非

合
法

的
に

主
題

が
取

得
さ

れ
て

行
わ

れ
た

開
示

、
国

際
博

覧
会

・
公

的
機

関
も

博
覧

会
で

の
展

示
に

対
し

て
例

外
規

定
の

適
用

有
り

（
特

許
法

6
条

）
・
特

に
タ

イ
国

内
で

開
催

さ
れ

た
公

的
な

展
覧

会
に

出
品

し
た

場
合

に
は

博
覧

会
開

催
初

日
に

出
願

を
行

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

(特
許

法
1
9
条

)　
・
出

願
前

1
2
月

間
に

適
用

有
り

　
(*

②
)

発
明

者
か

そ
の

承
継

人
に

よ
る

開
示

、
ま

た
は

、
そ

れ
ら

の
者

の
同

意
し

な
い

開
示

か
ら

１
２

カ
月

（
＊

①
2
5
条

）

発
明

者
等

に
よ

る
開

示
か

ら
1
2
カ

月
(＊

①
特

許
法

1
4
条

(4
))

以
下

の
３

つ
の

場
合

に
限

っ
て

、
新

規
性

を
喪

失
し

た
も

の
と

は
さ

れ
な

い
。

た
だ

し
、

出
願

が
開

示
日

よ
り

6
ヶ

月
以

内
あ

る
こ

と
が

必
要

。
(i
)三

者
が

正
規

の
出

願
人

の
許

可
を

得
ず

、
開

示
し

た
場

合
(i
i)
出

願
人

自
身

が
科

学
的

な
報

告
に

お
い

て
、

開
示

し
た

場
合

(i
ii)

出
願

人
が

ベ
ト

ナ
ム

国
家

展
示

会
や

、
公

的
な

、
ま

た
は

、
国

際
的

に
公

的
な

も
の

と
認

識
さ

れ
て

い
る

展
示

会
に

展
し

た
場

合
（
＊

①
6
0
条

(3
)(

a)
(b

)(
c
)）

開
示

が
出

願
日

前
1
年

以
内

で
あ

る
こ

と
（
1
4
条

）
(*

①
)

・
審

査
に

お
い

て
明

細
書

及
び

ク
レ

ー
ム

の
補

正
可

能
（
＊

①
3
5
条

）

出
願

が
特

許
付

与
の

た
め

に
整

備
さ

れ
る

時
ま

で
（
＊

①
2
4
条

）

所
定

の
期

間
内

に
明

細
書

等
の

補
正

可
能

（
＊

③
3
1
条

(1
),
(2

)）

・
特

許
付

与
前

は
い

つ
で

も
Ｏ

Ｋ
。

但
し

、
出

願
公

開
後

は
長

官
の

許
可

必
要

　
(*

②
)

審
査

の
段

階
に

お
い

て
補

正
可

能
（
＊

①
4
9

条
）

調
査

報
告

・
審

査
報

告
の

請
求

後
、

そ
の

報
告

を
受

け
と

る
ま

で
の

間
を

の
ぞ

き
、

補
正

可
能

(＊
③

5
2
条

(2
))

特
許

査
定

あ
る

い
は

拒
絶

査
定

が
送

達
さ

れ
る

前
な

ら
い

つ
で

も
可

能
（
＊

①
 1

1
5
条

(1
)(

a)
）

い
つ

で
も

可
能

（
2
6
A

条
）

(*
①

)
規

定
無

し

保
護

対
象 新

規
性

新
規

性
喪

失
の

例
外

グ
レ

ー
ス

ピ
リ

オ
ド

備
考

Ｏ
Ａ

前
の

自
発

補
正

特
許

要
件



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

Ｏ
Ａ

応
答

期
限

審
査

官
は

通
常

、
Ｏ

Ａ
に

応
答

す
る

た
め

に
2
月

の
猶

予
を

与
え

る
（
＊

②
）

不
明

審
査

、
調

査
＋

審
査

、
補

充
審

査
レ

ポ
ー

ト
が

発
行

さ
れ

る
前

の
所

定
期

間
内

（
＊

③
2
9
条

(9
)）

 /
審

査
レ

ポ
ー

ト
等

に
対

す
る

見
直

し
請

求
と

同
時

（
＊

③
2
9
B

条
(2

)）

Ｏ
Ａ

発
送

日
か

ら
9
0
日

(*
②

)(
*
⑥

)

拒
絶

理
由

通
知

へ
の

応
答

期
間

に
可

能
（
＊

③
）

審
査

官
の

意
見

通
知

受
領

後
、

5
カ

月
以

内
（
＊

③
4
8
条

(6
))

方
式

的
な

審
査

に
対

し
て

通
知

か
ら

1
カ

月
実

体
的

な
審

査
に

対
し

て
は

2
カ

月

審
査

報
告

書
の

発
行

日
か

ら
2
月

(*
②

)
規

定
無

し

Ｏ
Ａ

応
答

期
限

の
延

長
の

可
否

・
出

願
人

の
請

求
に

よ
り

2
月

の
延

長
可

能
（
＊

②
）

・
遠

隔
交

通
不

便
の

出
願

人
へ

の
延

長
な

し

不
明

上
記

所
定

期
間

の
延

長
に

関
す

る
規

定
は

な
い

。
（
＊

③
）

2
回

ま
で

延
長

可
能

（
1
回

目
：
9
0
日

　
2
回

目
：
3
0
日

）
　

(*
②

)(
*

③
)

上
記

応
答

期
間

は
延

長
可

能
（
＊

③
）

応
答

期
間

の
延

長
は

な
い

も
の

と
思

わ
れ

る
（
＊

③
4
8
条

(1
1
)）

一
回

限
り

延
長

可
能

延
長

費
用

は
、

6
.9

米
国

ド
ル

・
登

録
官

の
裁

量
(*

②
)

・
延

長
が

認
め

ら
れ

る
か

否
か

は
厳

し
い

(*
②

)

規
定

無
し

補
正

範
囲

の
制

限

・
原

出
願

の
発

明
の

範
囲

を
拡

大
し

な
い

範
囲

で
補

正
を

す
る

こ
と

（
＊

①
 3

5
条

）

補
正

が
原

出
願

に
お

け
る

開
示

を
超

え
な

い
（
＊

①
 2

4
条

）

補
正

が
原

出
願

に
お

け
る

開
示

を
超

え
な

い
（
＊

①
 8

4
条

）

・
発

明
の

範
囲

を
拡

大
し

な
い

限
り

で
補

正
可

能
（
2
0
条

）
　

・
対

応
外

国
出

願
の

許
可

ク
レ

ー
ム

に
合

わ
せ

る
補

正
に

よ
り

容
易

に
特

許
化

可
能

当
初

の
出

願
の

開
示

の
範

囲
を

超
え

る
新

規
事

項
を

含
む

こ
と

は
で

き
な

い
（
＊

①
 4

9
条

）

当
初

の
出

願
の

開
示

の
範

囲
を

超
え

る
新

規
事

項
を

含
む

こ
と

は
で

き
な

い
（
＊

①
 8

1
条

）

出
願

書
類

に
お

い
て

開
示

さ
れ

又
は

明
記

さ
れ

た
主

題
の

範
囲

を
拡

張
し

て
は

な
ら

ず
，

か
つ

，
当

該
出

願
に

お
い

て
登

録
を

求
め

た
主

題
の

内
容

を
変

更
し

て
は

な
ら

ず
，

ま
た

出
願

の
単

一
性

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

原
出

願
に

お
け

る
開

示
を

越
え

て
は

な
ら

な
い

（
2
6
A

条
）

(*
①

)

規
定

無
し

備
考

方
式

要
件

不
備

に
つ

い
て

は
、

通
知

日
か

ら
6
0
日

以
内

で
補

正
が

求
め

ら
れ

る
(3

7
条

）
(*

①
)

出
願

可
能

時
期

・
原

出
願

に
特

許
証

の
交

付
又

は
拒

絶
の

決
定

が
下

さ
れ

る
ま

で
分

割
の

請
求

が
で

き
る

。
（
＊

①
 3

6
条

(3
)）

　
・
自

発
的

に
も

分
割

可
能

（
＊

②
）

出
願

が
特

許
付

与
の

た
め

に
整

備
さ

れ
る

時
ま

で
（
＊

①
2
5
条

）

出
願

が
係

属
中

（
＊

①
2
6
条

(1
1
)）

>
出

願
後

、
出

願
が

取
下

げ
み

な
し

と
さ

れ
る

ま
で

・
単

一
性

違
反

の
場

合
に

分
割

を
求

め
る

通
知

が
さ

れ
、

そ
の

通
知

の
受

領
後

１
８

０
日

以
内

に
分

割
可

能
　

(2
6

条
)　

(*
②

)

可
能

。
特

許
が

付
与

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

自
発

的
に

、
又

は
審

査
官

か
ら

発
明

の
単

一
性

を
満

た
し

て
い

な
い

旨
の

指
令

に
対

す
る

応
答

期
間

内
（
＊

③
）

分
割

の
規

定
は

な
い

。
単

一
性

の
規

定
（
＊

①
 2

5
条

(5
)）

は
あ

る
が

、
違

反
は

審
査

通
知

の
対

象
と

な
り

補
正

の
機

会
が

与
え

ら
れ

る
（
上

記
補

正
期

間
内

）
。

異
議

理
由

で
は

な
い

（
＊

①
 3

7
条

）
。

特
許

査
定

あ
る

い
は

拒
絶

査
定

が
送

達
さ

れ
る

前
な

ら
い

つ
で

も
可

能
（
＊

①
１

１
５

条
（
１

）
（
ｂ
）
）

・
単

一
性

違
反

の
場

合
、

審
査

報
告

書
の

郵
送

日
か

ら
3
月

以
内

(規
則

1
9
A

)(
*
②

)
・
自

発
的

な
分

割
は

、
最

初
の

審
査

報
告

書
の

郵
送

日
か

ら
3
月

以
内

(規
則

1
9
A

)(
*
②

)

規
定

無
し

備
考

自
発

的
な

分
割

出
願

は
不

可

貨
幣

単
位

／
対

円
レ

ー
ト

（
概

算
）

ル
ピ

ア
(I
D

R
)／

1
0
0

ル
ピ

ア
≒

1
円

リ
エ

ル
(K

H
R

)/
1
0
0

リ
エ

ル
≒

2
.5

円

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

ド
ル

(S
G

D
)/

1
 S

G
D

≒
9
1

円

タ
イ

バ
ー

ツ
(T

H
B

)/
1

T
H

B
≒

3
.6

円

フ
ィ

リ
ピ

ン
・ペ

ソ
（
P

H
P

）
/
1
P

H
P

≒
2
.7

円

ブ
ル

ネ
イ

・
ド

ル
(B

N
D

)
/
1
 B

N
D

=
 1

 S
G

D
≒

9
1
円

ベ
ト

ナ
ム

ド
ン

(V
N

D
)/

1
,0

0
0
 V

N
D

≒
5
.6

円

マ
レ

ー
シ

ア
リ

ン
ギ

ッ
ド

（
Ｍ

Ｙ
Ｒ

）
 1

M
Y
R

≒
3
3
.1

円

Ｕ
Ｓ

ド
ル

（
U

S
D

）
/
 1

U
S
D

≒
1
1
8
円

中
間

応
答

分
割

出
願



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

出
願

時
料

金

●
出

願
料

：
7
5
0
,0

0
0
ル

ピ
ア

●
3
1
頁

以
降

の
1
頁

毎
の

追
加

料
金

：
5
,0

0
0
ル

ピ
ア

　
＊

③

不
明

●
国

内
出

願
　

1
6
0

S
G

D
●

P
C

T
国

内
移

行
2
0
0
S
G

D
●

翻
訳

文
公

表
費

（
国

際
公

開
が

英
語

以
外

の
場

合
）
　

7
0
 S

G
D

・
出

願
料

：
5
0
0
バ

ー
ツ

(*
⑦

)
・
ペ

ー
ジ

数
加

算
：
無

し
(*

③
)

・
出

願
公

開
料

：
2
5
0

バ
ー

ツ
(*

⑦
)

3
6
0
0
P

H
P

 (
小

規
模

：
1
8
0
0
P

H
P

）
・
5
個

を
超

え
る

１
ク

レ
ー

ム
毎

加
算

料
3
0
0
P

H
P

 (
小

規
模

：
1
5
0
P

H
P

)
・
3
0
頁

を
超

え
る

１
頁

当
た

り
加

算
料

3
0
P

H
P

 (
小

規
模

：
1
5
P

H
P

)（
*
③

）

●
出

願
料

　
1
6
0
B

N
D

（
＊

④
）

・
出

願
料

：
1
2
0
0
0
0
ド

ン ・
最

初
の

独
立

ク
レ

ー
ム

：
1
8
0
0
0
0
ド

ン
・
同

一
出

願
の

更
な

る
各

独
立

ク
レ

ー
ム

に
つ

き
：
1
8
0
0
0
0
ド

ン
・
5
枚

目
を

超
え

る
明

細
書

の
各

頁
に

つ
き

：
1
2
0
0
0
ド

ン
・
2
つ

目
以

降
の

各
図

面
に

つ
き

：
6
0
0
0
0
ド

ン

・
2
6
0
M

Y
R

・
1
1
以

上
の

ク
レ

ー
ム

に
つ

い
て

、
1
ク

レ
ー

ム
当

り
：
2
0
M

Y
R

1
5
0
U

S
ド

ル

審
査

請
求

料
金

●
2
,0

0
0
,0

0
0
ル

ピ
ア

不
要

●
調

査
請

求
料

 1
9
2
5

S
G

D
●

審
査

請
求

料
1
3
5
0
 S

G
D

●
調

査
＋

審
査

請
求

料
 2

6
0
0
S
G

D
 (

他
国

の
調

査
結

果
を

利
用

で
き

る
場

合
、

調
査

請
求

料
は

不
要

。
他

国
の

審
査

結
果

に
依

存
す

る
補

充
審

査
請

求
の

場
合

も
料

金
な

し
。

)

・
審

査
請

求
料

：
2
5
0

バ
ー

ツ
(*

⑦
)

・
ク

レ
ー

ム
数

加
算

：
無

し
(*

③
)

・
対

応
外

国
出

願
が

あ
る

場
合

に
は

出
願

審
査

報
告

書
を

提
出

す
る

義
務

が
あ

る
（
特

許
法

2
7
条

）
。

対
応

外
国

出
願

の
審

査
結

果
・
拒

絶
理

由
通

知
を

提
出

す
れ

ば
、

調
査

手
数

料
不

要
　

・
対

応
外

国
出

願
が

存
在

せ
ず

タ
イ

国
内

機
関

や
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

特
許

庁
に

審
査

委
託

す
る

場
合

は
調

査
手

数
料

必
要

・
3
5
0
0
P

H
P

 (
小

規
模

：
1
7
5
0
P

H
P

）
・
拒

絶
理

由
通

知
へ

の
応

答
期

間
の

延
長

費
用

・
1
回

目
の

延
長

：
6
0
0
P

H
P

(小
規

模
：

3
0
0
P

H
P

)・
２

回
目

の
延

長
：
6
5
0
P

H
P

(小
規

模
：
3
2
5
P

H
P

)　
（
＊

③
）

●
調

査
費

用
1
,7

5
0
B

N
D

 ●
調

査
及

び
審

査
費

用
2
,6

0
0
B

N
D

 ●
審

査
費

用
 1

,1
0
0
B

N
D

 (
*
④

）

・
審

査
請

求
で

最
初

の
独

立
ク

レ
ー

ム
：

5
4
0
0
0
0
ド

ン
・
審

査
請

求
で

同
一

出
願

の
更

な
る

各
独

立
ク

レ
ー

ム
に

つ
き

：
5
4
0
0
0
0
ド

ン

・
通

常
実

体
審

査
：

9
5
0
M

Y
R

・
修

正
実

体
審

査
：

6
0
0
M

Y
R

5
0
U

S
ド

ル

出
願

維
持

年
金

／
登

録
料

出
願

し
た

年
か

ら
３

年
目

ま
で

毎
年

7
0
0
,0

0
0
ル

ピ
ア

、
４

、
５

年
目

は
毎

年
1
,0

0
0
,0

0
0
ル

ピ
ア

、
以

後
漸

増
す

る
。

（
＊

③
）

・
出

願
日

か
ら

１
年

後
か

ら
年

金
要

2
,3

年
分

各
8
0
,0

0
0
K
H

R
4
年

分
1
6
0
,0

0
0
K
H

R
5
年

分
4
0
0
,0

0
0
K
H

R
／

…
(＊

②
）

●
特

許
付

与
料

2
0
0
S
G

D
(ク

レ
ー

ム
数

2
5
を

超
え

る
場

合
は

、
2
0
 S

G
D

/
ク

レ
ー

ム
を

加
算

)
●

年
金

　
５

～
7
年

各
年

毎
　

1
4
0
Ｓ

Ｇ
Ｄ

、
以

後
漸

増

・
出

願
維

持
年

金
：
出

願
日

か
ら

5
年

目
以

降
か

ら
特

許
権

存
続

期
間

満
了

ま
で

(特
許

法
4
3
条

)

特
許

付
与

及
び

公
告

料
金

：
1
0
0
0
P

H
P

（
小

規
模

:5
0
0
P

H
P

）
以

後
、

出
願

後
5
年

目
よ

り
、

各
年

の
年

金
納

付
(＊

③
)

特
許

付
与

　
2
5
ク

レ
ー

ム
ま

で
2
0
0
B

N
D

、
そ

れ
以

上
１

ク
レ

ー
ム

毎
2
0
B

N
D

加
算

。
年

金
5
-
7
年

の
各

年
に

1
6
0
B

N
D

, 
…

.（
＊

④
）

登
録

料
：
1
2
0
0
0
0

(独
立

ク
レ

ー
ム

１
項

に
つ

き
追

加
料

金
:1

0
0
0
0
0
)

維
持

年
金

1
,2

年
目

：
3
0
0
0
0
0

3
,4

年
目

：
4
8
0
0
0
0

5
,6

年
目

：
7
8
0
0
0
0

7
,8

年
目

：
1
2
0
0
0
0
0

9
,1

0
年

目
：
1
8
0
0
0
0
0

1
1
-
1
3
年

目
：
2
5
2
0
0
0
0

1
4
-
1
6
年

目
：
3
3
0
0
0
0
0

1
7
-
2
0
年

目
：
4
2
0
0
0
0
0

2
年

目
以

降
か

ら
存

続
期

間
満

了
ま

で
（
規

則
3
3
）

5
年

目
以

降
か

ら
存

続
期

間
満

了
ま

で

庁
料

金



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

減
免

制
度

不
明

不
明

不
明

不
明

不
明

不
明

不
明

規
定

な
し

規
定

な
し

備
考

・
出

願
公

開
料

の
支

払
い

が
必

要
(2

8
条

2
項

)
・
支

払
わ

な
い

場
合

は
出

願
を

放
棄

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

(2
8
条

2
項

)

・
早

期
公

開
料

5
0
B

N
D

（
＊

①
2
7
条

(2
）
、

＊
④

）

特
許

に
よ

り
付

与
さ

れ
た

保
護

の
範

囲
を

限
定

す
る

た
め

に
特

許
の

文
言

又
は

図
面

の
変

更
が

可
能

（
＊

①
4
0
条

）

特
許

の
変

更
が

可
能

た
だ

し
新

規
事

項
追

加
禁

止
な

ど
の

条
件

あ
り

（
＊

①
7
9
条

）

・
事

実
上

、
特

許
法

は
存

在
し

な
い

。
・
保

護
を

受
け

た
い

場
合

は
、

所
有

権
宣

言
を

保
護

登
録

所
に

登
録

し
、

警
告

文
を

新
聞

紙
上

で
繰

り
返

す

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
日

本
語

訳
の

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

特
許

法
（
２

０
０

１
年

８
月

１
日

改
正

）
＊

②
：
M

A
N

U
A

L
IN

D
U

S
T
R

IA
L

P
R

O
P

E
R

T
Y

A
P

P
I日

本
部

会
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
編

参
照

＊
③

：
特

許
庁

H
P

掲
載

の
主

要
国

･機
関

に
お

け
る

特
許

出
願

政
府

費
用

等
一

覧
表

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
特

許
実

用
意

匠
法

（
2
0
0
3
年

1
月

2
2
日

施
行

）
＊

②
：
F
ac

ts
h
e
e
t

fr
o
m

 H
P

 o
f

A
S
E
A

N
 I
P

R
 S

M
E

H
e
lp

de
sk

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
特

許
法

（
2
0
0
8
年

1
2

月
1
日

施
行

）
＊

②
：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
の

各
国

知
財

制
度

ミ
ニ

ガ
イ

ド
＊

③
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
知

財
庁

H
P

か
ら

D
L
し

た
改

正
特

許
法

（
2
0
1
4

年
2
月

1
4
日

施
行

）
＊

④
：
特

許
庁

H
P

掲
載

の
主

要
国

･機
関

に
お

け
る

特
許

出
願

政
府

費
用

等
一

覧
表

*
①

：
日

本
国

特
許

庁
提

供
の

一
覧

表
 *

②
：
知

的
財

産
協

会
提

供
の

資
料

(特
許

制
度

の
概

要
及

び
出

願
時

の
留

意
点

)
*
③

：
発

明
協

会
発

行
の

書
籍

：
外

国
特

許
制

度
【
ア

ジ
ア

編
】

 *
④

：
W

IP
O

提
供

の
国

内
段

階
移

行
期

限
リ

ス
ト

*
⑤

：
特

許
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

*
⑥

：
日

本
語

版
Ａ

ＩＰ
P

I・
Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ

Ｎ
*
⑦

：
タ

イ
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

に
掲

載
の

料
金

表
（
機

械
翻

訳
）

＊
①

:日
本

国
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

に
掲

載
の

日
本

語
訳

知
的

財
産

法
（
2
0
0
8

年
7
月

4
日

施
行

）
＊

②
:同

上
の

日
本

語
訳

特
許

細
則

＊
③

:日
本

国
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

か
ら

リ
ン

ク
さ

れ
て

い
る

各
国

知
財

制
度

ミ
ニ

ガ
イ

ド

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
特

許
法

（
2
0
1
2
年

1
月

1
日

施
行

）
＊

②
：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
掲

載
の

各
国

制
度

概
要

の
エ

ク
セ

ル
表

*
③

：
ブ

ル
ネ

イ
知

財
局

H
P

よ
り

D
L
可

能
な

特
許

法
規

則
（
2
0
1
2
年

施
行

）
*
④

:ブ
ル

ネ
イ

知
財

局
H

P
よ

り
D

L
可

能
な

料
金

表

＊
①

:日
本

国
特

許
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

日
本

語
訳

の
特

許
法

（
２

０
１

０
年

１
月

１
日

施
行

）
＊

②
:外

国
特

許
制

度
ア

ジ
ア

編
　

１
０

章
ベ

ト
ナ

ム
参

照
　

発
明

協
会

出
版

＊
③

:M
A

N
U

A
L

IN
D

U
S
T
R

IA
L

P
R

O
P

E
R

T
Y

A
P

P
I日

本
部

会
　

　
ベ

ト
ナ

ム
編

参
照

＊
①

:日
本

国
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

に
掲

載
の

日
本

語
訳

知
的

財
産

法
＊

②
:日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

＊
①

:日
本

国
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

か
ら

リ
ン

ク
さ

れ
て

い
る

各
国

知
財

制
度

ミ
ニ

ガ
イ

ド

＊
①

:日
本

国
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

に
掲

載
の

日
本

語
訳

知
的

財
産

法
＊

②
:日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

＊
③

:W
IP

O
提

供
の

国
内

段
階

移
行

期
限

リ
ス

ト

情
報

ソ
ー

ス

そ
の

他
特

記
事

項



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

登
録

官
に

宛
て

た
特

別
の

宣
言

書
に

お
い

て
記

名
を

希
望

し
な

い
旨

を
表

示
し

な
い

限
り

，
特

許
に

発
明

者
と

し
て

記
名

さ
れ

る
（
＊

①
1
5

条
）
＞

発
明

者
の

特
許

へ
の

記
載

を
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。

調
査

レ
ポ

ー
ト

請
求

は
他

国
の

調
査

結
果

が
無

い
場

合
に

必
要

。
そ

の
調

査
レ

ポ
ー

ト
の

結
果

、
特

許
性

が
あ

る
場

合
に

審
査

レ
ポ

ー
ト

を
請

求
す

る
場

合
は

、
審

査
レ

ポ
ー

ト
請

求
を

行
う

。
当

初
か

ら
、

特
許

性
が

見
込

め
、

調
査

と
審

査
と

を
同

時
に

依
頼

す
る

場
合

、
両

者
の

組
み

合
わ

せ
請

求
を

行
う

。

委
任

状
は

公
証

が
必

要
。

2
0
1
1
年

特
許

令
の

施
行

に
と

も
な

っ
て

次
の

経
過

規
定

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。
2
0
1
1
年

特
許

令
の

施
行

日
前

に
英

国
、

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

又
は

マ
レ

ー
シ

ア
に

お
い

て
特

許
出

願
が

行
わ

れ
て

お
り

、
ま

た
当

該
出

願
が

施
行

日
に

お
い

て
係

属
中

で
あ

る
場

合
は

、
出

願
人

は
当

該
出

願
に

基
づ

く
特

許
の

付
与

日
か

ら
1
2
月

の
期

間
内

に
登

録
証

を
申

請
す

る
こ

と
が

で
き

、
こ

の
申

請
に

よ
り

登
録

証
を

取
得

で
き

る
こ

と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
。

　
(＊

①
1
1
5

条
(3

))

・
外

国
語

書
面

出
願

の
制

度
は

規
定

さ
れ

て
い

な
い

・
２

０
０

６
年

７
月

１
日

以
降

、
発

明
と

し
て

保
護

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

主
題

は
、

「
方

法
」
又

は
「
物

」
の

み
と

な
っ

た
。

こ
の

た
め

、
「
用

途
」
ク

レ
ー

ム
は

特
許

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

ラ
オ

ス
特

許
庁

は
、

方
式

審
査

の
み

を
行

い
、

実
体

審
査

に
つ

い
て

は
外

国
特

許
庁

に
頼

っ
て

い
る

。
な

お
、

2
0
1
3
年

2
月

の
時

点
で

、
2
0
0
4
年

か
ら

の
特

許
出

願
件

数
は

2
4
0
件

程
、

2
0
0
6
年

か
ら

の
Ｐ

Ｃ
Ｔ

出
願

件
数

は
1
0
0

件
程

で
あ

り
、

そ
の

う
ち

数
件

が
特

許
さ

れ
た

に
過

ぎ
な

い
。

作
成

：
日

本
弁

理
士

会
東

海
支

部
　

平
成

２
６

年
度

国
際

知
財

委
員

会

※
内

容
に

つ
い

て
は

正
確

を
記

し
ま

し
た

が
、

誤
り

の
無

い
こ

と
を

保
証

す
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

※
本

情
報

を
利

用
し

た
結

果
と

し
て

、
事

故
、

ト
ラ

ブ
ル

、
損

害
賠

償
責

任
等

が
発

生
し

た
と

し
て

も
、

日
本

弁
理

士
会

及
び

日
本

弁
理

士
会

東
海

支
部

国
際

知
財

委
員

会
の

各
委

員
は

、
一

切
の

責
任

を
取

り
ま

せ
ん

こ
と

を
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
※

本
情

報
の

無
断

複
製

を
禁

じ
ま

す
。

留
意

点



Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ

Ｎ
商

標
制

度
情

報
発

行
日

：２
０

１
５

年
２

月
２

０
日

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
ID

K
H

(C
A

)
S
G

T
H

P
H

B
N

V
N

M
Y

M
M

L
A

In
do

ne
si

a
Ki

ng
do

m
 o

f
C

am
bo

di
a

Si
ng

ap
or

e
Th

ai
la

nd
Ph

ilip
pi

ne
s

Br
un

ei
 D

ar
us

sa
l a

Vi
et

 N
am

 
M

al
ay

si
a

R
ep

ub
lic

 o
f t

he
U

ni
on

 o
f

M
ya

nm
ar

La
o 

Pe
op

le
’s

D
em

oc
ra

tic
R

ep
ub

lic

20
14

年
12

月
20

14
年

12
月

20
14

年
12

月
20

14
年

12
月

20
14

年
12

月
20

14
年

12
月

20
14

年
12

月
20

14
年

12
月

20
14

年
12

月
20

14
年

12
月

マ
ド

プ
ロ

加
入

予
定

未
2
0
0
0
/
1
0
/
3
1

未
2
0
1
2
/
7
/
2
5

未
2
0
0
6
/
7
/
1
1

未
未

未
パ

リ
条

約
1
9
5
0
/
1
2
/
2
4

1
9
9
8
/
9
/
2
2

1
9
9
5
/
2
/
2
3

2
0
0
8
/
8
/
2

1
9
6
5
/
9
/
2
7

2
0
1
2
/
2
/
1
7

1
9
4
9
/
3
/
8

1
9
8
9
/
1
/
1

未
1
9
9
8
/
1
0
/
8

ニ
ー

ス
協

定
未

未
1
9
9
8
/
1
2
/
1
8

未
未

未
未

2
0
0
7
/
7
/
2
8

未
未

W
T
O

1
9
7
9
/
1
2
/
1
8

1
9
9
5
/
7
/
2
5

1
9
9
0
/
1
2
/
1
0

1
9
8
9
/
1
2
/
2
5

1
9
8
0
/
7
/
1
4

19
94

/4
/2

1
1
9
7
6
/
7
/
2

1
9
8
9
/
1
/
1

20
01

/5
/1

5
1
9
9
5
/
1
/
1
7

商
標

法
(2

0
0
1
)

商
標

等
＋

不
正

競
争

に
関

す
る

法
(2

0
0
2
)

商
標

法
(2

0
0
5
)、

知
財

庁
法

(2
0
0
1
)

商
標

法
(2

0
0
0
)、

地
理

的
表

示
保

護
法

(2
0
0
3
)

知
財

法
(2

0
1
3
)

商
標

法
(2

0
0
0
)

知
財

法
(2

0
1
0
)

商
標

法
(2

0
0
2
)、

地
理

的
表

示
法

(2
0
0
0
)

商
標

法
(1

9
9
5
)、

知
的

財
産

法
(2

0
0
8
)

言
語

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

語
（
７

条
　

＊
①

）

ク
メ

ー
ル

語
又

は
英

語
（
そ

れ
以

外
の

言
語

の
場

合
、

い
ず

れ
か

の
翻

訳
文

添
付

）
（
＊

②
）

英
語

（
＊

②
）

タ
イ

語
（
＊

②
）

英
語

又
は

フ
ィ

リ
ピ

ン
語

（
出

願
が

英
語

以
外

の
言

語
に

よ
る

場
合

、
英

語
へ

の
翻

訳
が

必
要

)（
*

③
）

マ
レ

ー
語

又
は

英
語

（
＊

④
）

ベ
ト

ナ
ム

語
(*

①
1
0
0
条

(2
))

英
語

又
は

マ
レ

ー
シ

ア
語

（
＊

②
）

英
語

又
は

ラ
オ

ス
語

[英
語

に
つ

い
て

の
規

定
な

し
＊

①
]

外
国

語
商

標
の

取
り

扱
い

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

語
以

外
の

文
字

が
含

ま
れ

る
場

合
は

、
そ

の
説

明
と

そ
れ

を
裏

付
け

る
証

拠
を

提
出

ク
メ

ー
ル

語
又

は
英

語
に

よ
る

音
訳

及
び

翻
訳

を
添

付
（
＊

②
）

英
語

に
よ

る
翻

訳
お

よ
び

必
要

な
場

合
に

音
訳

タ
イ

語
に

よ
る

翻
訳

及
び

音
訳

英
語

に
よ

る
音

訳
又

は
翻

訳
を

添
付

（
＊

③
）

英
訳

及
び

必
要

な
場

合
字

訳
（
＊

②
規

則
２

０
）

ベ
ト

ナ
ム

語
訳

が
必

要
（
＊

①
1
0
5
条

(2
)）

ロ
ー

マ
字

以
外

の
語

に
つ

い
て

翻
字

又
は

翻
訳

が
必

要
（
規

則
２

３
）

英
語

又
は

フ
ラ

ン
ス

語
以

外
の

場
合

に
は

、
英

語
に

よ
る

翻
訳

又
は

音
訳

が
必

要
[規

定
な

し
＊

①
]

多
区

分
出

願
可

（
８

条
　

＊
①

）
不

可
（
＊

②
）

可
不

可
可

（
＊

①
1
2
4
条

1
2
4
.3

, 
1
2
8
条

）
可

（
＊

規
則

1
9
.(
3
))

可 但
し

、
分

離
し

て
出

願
す

る
こ

と
も

可
能

可
（
１

７
条

　
＊

①
）

不
可

（
＊

④
３

２
条

）
[＊

③
に

よ
れ

ば
、

区
分

毎
の

追
加

料
金

が
設

定
さ

れ
て

い
る

の
で

、
可

能
と

思
わ

れ
る

]

商
標

に
関

す
る

国
内

法
の

状
況

出
願

書
類

国
名

略
号

英
語

名
称

最
終

更
新

時

条
約

等



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

優
先

権
証

明
書

出
願

か
ら

３
か

月
(＊

②
)

出
願

書
類

に
添

付
（
＊

①
6
条

）

要
求

が
あ

っ
た

場
合

に
提

出
（
＊

②
）

要
求

が
あ

っ
た

場
合

に
提

出
要

（
９

０
日

以
内

）
（
＊

②
）

出
願

日
か

ら
3
か

月
以

内
に

提
出

（
＊

③
）

出
願

時
か

、
出

願
日

か
ら

3
か

月
以

内
に

提
出

（
＊

②
規

則
1
8
)

出
願

時
か

、
方

式
拒

絶
通

知
へ

の
応

答
期

間
内

。
証

明
書

等
の

翻
訳

も
必

要
（
＊

①
1
0
0
条

(1
)(

d
),
 (

2
)(

c
),
 (

3
)）

要
求

が
あ

っ
た

場
合

に
提

出
要

（
＊

②
）

要
（
＊

④
３

２
条

）
[＊

①
1
5
条

]

委
任

状

要 （
署

名
必

要
・
公

証
不

要
）

（
＊

②
）

公
証

を
受

け
た

委
任

状
が

必
要

（
＊

②
）

要
求

が
あ

っ
た

場
合

に
提

出
（
＊

②
）

要
（
公

証
必

要
）

（
＊

②
）

出
願

日
か

ら
6
0
日

以
内

に
提

出
、

公
証

不
要

（
＊

③
）

出
願

時
に

必
要

（
＊

④
）

本
人

の
署

名
の

あ
る

委
任

状
（
＊

①
1
0
7
条

）

要
(公

証
必

要
)

（
＊

②
）

要
（
＊

④
３

２
条

）
[＊

①
5
条

に
よ

れ
ば

、
代

理
人

が
必

要
な

の
で

、
委

任
状

も
必

要
と

思
わ

れ
る

]

使
用

証
明

不
明

使
用

意
思

不
明

使
用

意
思

不
明

不
要

不
要

使
用

証
明

を
３

年
以

内
に

提
出

（
＊

①
1
2
4
条

1
2
4
.2

）

使
用

か
、

使
用

意
思

の
陳

述
が

出
願

時
に

必
要

（
＊

①
３

３
条

(3
))

不
要

（
＊

①
1
0
5
条

に
記

載
の

要
件

に
な

い
。

）
可

能
不

明
[規

定
な

し
＊

①
]

立
体

不
可

可
能

（
＊

②
、

③
）

可
能

可
（
三

次
元

要
素

を
含

む
）

可
能

（
＊

①
1
2
4
条

(h
)）

可
能

、
但

し
制

限
有

り
（
＊

①
6
条

(2
)）

可
能

（
＊

①
7
2
条

(1
)）

可
能

不
明

[＊
①

2
条

に
標

章
は

、
可

視
的

な
も

の
と

規
定

さ
れ

て
い

る
]

音
不

可
不

可
（
＊

①
2
条

(a
)）

可
能

不
可

不
可

（
＊

①
1
2
1
条

1
2
1
.1

)
不

可
（
＊

①
4
条

(1
)）

不
可

（
＊

①
7
2
条

(1
)）

不
可

不
明

[＊
①

2
条

に
標

章
は

、
可

視
的

な
も

の
と

規
定

さ
れ

て
い

る
の

で
不

可
]

色
色

の
み

は
不

可
色

の
み

は
不

可
（
＊

①
2
条

(a
)）

可
能

色
の

み
は

不
可

色
の

み
は

不
可

（
＊

①
1
2
1
条

1
2
1
.1

)

可
（
＊

③
　

但
し

＊
②

規
則

1
3
.(
3
)に

留
意

）

色
の

み
は

不
可

（
＊

①
7
2
条

(1
)）

可
（
１

３
条

　
＊

②
）

不
明

[＊
①

2
条

に
標

章
は

、
可

視
的

な
も

の
と

規
定

さ
れ

て
い

る
の

で
不

可
]

ホ
ロ

グ
ラ

ム
不

可
規

定
な

し
（
＊

①
2

条
(a

)）
可

能
不

明
規

定
な

し
（
＊

①
1
2
1
条

1
2
1
.1

)
可

（
＊

③
）

不
可

（
＊

①
7
2
条

(1
)）

不
明

不
明

[＊
①

2
条

に
標

章
は

、
可

視
的

な
も

の
と

規
定

さ
れ

て
い

る
]

保
護

対
象



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

そ
の

他
４

～
６

条
に

、
登

録
で

き
な

い
標

章
が

規
定

さ
れ

て
い

る
。

８
条

に
、

登
録

で
き

な
い

商
標

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。

商
標

見
本

は
1
0
部

（
＊

③
）

１
０

条
に

、
登

録
可

能
な

商
標

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。

２
３

条
に

、
登

録
で

き
な

い
商

標
が

規
定

さ
れ

て
い

る
。

（
＊

④
）
[＊

①
1
2
条

に
規

定
が

あ
る

]

先
願

主
義

先
願

主
義

（
＊

①
9

条
）

先
願

主
義

(コ
モ

ン
ロ

ー
に

基
づ

く
保

護
も

有
り

)
先

願
主

義
先

願
主

義
（
＊

①
1
2
3
条

1
2
3
.1

(d
)）

先
使

用
（
＊

③
）

先
願

主
義

（
＊

9
0
条

(2
)）

不
明

[先
出

願
（
＊

①
1
0

条
）
]

方
式

：
通

知
受

領
か

ら
2
か

月
以

内
（
1
3
条

）
実

体
：
通

知
受

領
か

ら
3
0
日

以
内

（
2
0

条
）

登
録

官
か

ら
の

通
知

書
受

領
後

4
5
日

以
内

に
補

正
可

能
（
＊

①
1
0
条

）

可
（
１

２
条

　
＊

①
）

可
能

（
１

５
条

　
＊

②
）

審
査

に
お

け
る

通
知

の
受

領
後

、
4
か

月
（
＊

①
1
3
3
条

1
3
3
.3

)

登
録

官
か

ら
の

通
知

か
ら

所
定

期
間

内
に

可
能

（
＊

①
3
8

条
(3

) 
）

審
査

官
か

ら
の

拒
絶

通
知

日
か

ら
所

定
の

期
間

内
（
＊

①
1
1
7
条

(3
)(

a)
）

可
能

（
規

則
２

４
＊

①
）

[＊
①

8
条

に
「
商

標
登

録
出

願
を

受
理

・
審

査
し

」
と

あ
る

の
で

、
補

正
の

機
会

も
あ

る
と

思
わ

れ
る

]

不
明

規
定

な
し

（
＊

①
）

可
（
５

Ａ
条

　
＊

①
）

不
明

可
能

（
＊

①
1
2
9
条

）

可
能

ま
た

併
合

も
可

能
（
＊

①
4
2
条

、
＊

②
規

則
1
5
.及

び
1
6
.

拒
絶

通
知

ま
た

は
付

与
決

定
を

行
う

ま
で

（
＊

①
1
1
5
条

(1
)(

b
)）

ま
た

は
、

上
記

補
正

可
能

時
期

（
＊

①
1
1
7
条

(3
)(

a)
）

可
能

（
５

５
条

　
＊

①
）

[規
定

な
し

（
＊

①
）
]

出
願

日
か

ら
１

０
年

（
２

８
条

　
＊

①
）

出
願

日
か

ら
１

０
年

（
＊

①
1
2
条

(a
)）

登
録

日
か

ら
１

０
年

（
１

８
条

　
＊

①
）

登
録

日
か

ら
１

０
年

（
５

３
条

　
＊

①
）

登
録

日
か

ら
１

０
年

(*
①

1
4
5
条

)
登

録
日

か
ら

１
０

年
（
＊

①
4
3
条

）
出

願
日

か
ら

１
０

年
(＊

9
3
条

(6
))

登
録

日
か

ら
１

０
年

（
３

２
条

　
＊

①
）

出
願

日
か

ら
１

０
年

（
４

９
条

）
[＊

①
1
1

条
]

申
請

時
期

存
続

期
間

満
了

前
１

２
か

月
（
３

５
条

＊
①

）

規
定

な
し

（
＊

①
1
2

条
(b

))

存
続

期
間

満
了

前
６

か
月

（
１

９
条

　
＊

①
）

存
続

期
間

の
満

了
前

９
０

日
以

内
（
５

４
条

　
＊

①
）

存
続

期
間

満
了

前
６

か
月

（
＊

①
1
4
6

条
1
4
6
.2

）

存
続

期
間

満
了

前
６

か
月

以
内

（
＊

②
規

則
4
8
.)

＊
①

に
は

規
定

が
な

い

存
続

期
間

満
了

前
６

か
月

（
４

１
条

　
＊

①
）

[規
定

な
し

（
＊

①
）
]

追
納

期
間

規
定

な
し

6
か

月
（
＊

①
1
2
条

(d
)）

存
続

期
間

満
了

後
６

か
月

（
追

加
料

金
要

）
規

定
な

し
6
か

月
（
＊

①
1
4
6

条
1
4
6
.2

）
６

カ
月

（
＊

①
４

４
条

(3
）
）

＊
①

に
は

規
定

が
な

い

最
終

登
録

満
了

日
か

ら
１

年
以

内
（
４

１
条

　
＊

①
）

[規
定

な
し

（
＊

①
）
]

更
新

指
定

商
品

・
役

務
の

補
正

可
能

性

分
割

出
願

存
続

期
間

先
願

か
不

明
　

先
使

用
か

不
明



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

使
用

証
明

不
明

使
用

意
思

不
明

使
用

意
思

規
定

な
し

不
要

不
要

使
用

証
明

不
要

（
＊

①
４

４
条

）
不

要
　

＊
①

に
は

規
定

が
な

い
不

明
不

明
[規

定
な

し
＊

①
]

更
新

後
の

存
続

期
間

更
新

日
か

ら
1
0
年

（
３

５
条

　
＊

①
）

更
新

日
か

ら
１

０
年

（
＊

①
1
2
条

(b
))

更
新

日
か

ら
1
0
年

（
１

８
条

　
＊

①
）

更
新

日
か

ら
1
0
年

（
５

３
条

　
＊

①
）

更
新

日
か

ら
1
0
年

(＊
①

1
4
6
条

)
更

新
日

か
ら

1
0
年

（
＊

①
４

３
条

(2
) 

*
）

更
新

日
か

ら
1
0
年

（
＊

①
9
3
条

(6
)）

更
新

日
か

ら
１

０
年

（
５

３
条

、
５

４
条

＊
①

）

更
新

日
か

ら
1
0
年

（
４

９
条

）
[＊

1
1
条

]

出
願

中
不

可
不

明
可

能
不

明
可

能
（
＊

①
1
5
0
条

）
可

能
（
＊

③
）

不
明

　
＊

①
に

は
規

定
が

な
い

不
明

不
明

　
[＊

①
に

は
規

定
が

な
い

]

登
録

後
可

（
４

３
条

　
＊

①
）

不
明

可
（
４

２
条

　
＊

①
）

可
能

（
６

８
条

　
＊

①
）

可
能

（
＊

①
1
5
0
条

）
可

能
（
＊

①
2
９

条
）

可
能

（
＊

①
1
4
1
条

～
1
4
4
条

）
可

（
４

８
条

　
＊

①
）

[可
能

（
＊

①
1
3

条
、

1
4
条

）
]

出
願

中
不

可
不

明
可

（
４

１
条

　
＊

①
）

不
明

可
能

（
＊

①
1
4
9
条

）
可

能
（
＊

①
2
8
条

）
不

明
　

＊
①

に
は

規
定

が
な

い
不

明
[不

明
　

＊
①

に
は

規
定

が
な

い
]

登
録

後
可

（
４

０
条

　
＊

①
）

不
明

可
（
３

８
条

　
＊

①
）

可
能

（
４

８
条

　
＊

①
）

可
能

（
＊

①
1
4
9
条

）
可

能
（
＊

①
2
5
条

）
可

能
（
＊

①
1
3
8
条

～
1
4
0
条

）
可

（
５

５
条

　
＊

①
）

[可
能

（
＊

①
7

条
,1

6
条

）
]

出
願

中
分

割
移

転
不

明
不

明
可

（
４

１
条

　
＊

①
）

不
明

不
明

可
能

（
＊

①
2
8
条

）
不

明
　

＊
①

に
は

規
定

が
な

い
不

明
[不

明
　

＊
①

に
は

規
定

が
な

い
]

登
録

後
分

割
移

転
不

明
不

明
可

（
３

８
条

　
＊

①
）

不
明

不
明

可
能

（
＊

①
2
5
条

(2
)）

不
明

（
＊

①
1
3
8
条

～
1
4
0
条

）
可

（
５

５
条

　
＊

①
）

[不
明

　
＊

①
に

は
規

定
が

な
い

]

付
与

前
（
２

４
条

＊
①

）
付

与
後

（
＊

①
1
0

条
(c

))
付

与
前

（
１

３
条

、
１

５
条

　
＊

①
）

付
与

前
（
３

５
条

＊
①

）
付

与
前

(＊
①

1
3
4

条
)

付
与

前
（
＊

①
３

９
条

）
付

与
前

（
＊

①
1
1
2

条
）

付
与

後
（
２

８
条

＊
①

）
不

明
　

[＊
①

に
は

規
定

が
な

い
]

可
可

可
（
２

３
条

　
＊

①
）

可
（
６

１
条

，
６

２
条

＊
①

）

可
（
＊

①
1
5
1
条

1
5
1
.1

(b
)）

　
但

し
登

録
日

か
ら

5
年

以
内

に
請

求

可
（
＊

①
４

８
条

）
可

（
＊

①
9
6
条

）
可

（
４

５
条

　
＊

①
）

不
明

　
[＊

①
に

は
規

定
が

な
い

]

更
新

実
施

許
諾

譲
渡

異
議

申
し

立
て

（
付

与
前

、
付

与
後

）

無
効

制
度



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

３
年

間
使

用
し

て
い

な
い

場
合

、
職

権
又

は
申

立
て

に
よ

り
取

り
消

さ
れ

る
場

合
有

り
（
６

１
条

　
＊

①
）

可
　

継
続

し
て

５
年

の
不

使
用

の
場

合
（
＊

①
1
5
条

）

５
年

間
使

用
し

て
い

な
い

場
合

、
申

立
て

に
よ

り
取

り
消

さ
れ

る
場

合
有

り
（
２

２
条

　
＊

①
）

可
（
６

３
条

　
＊

①
）

3
年

以
上

の
不

使
用

で
取

消
請

求
可

能
（
＊

①
1
5
1
条

1
5
1
.1

(c
)）

可
（
＊

①
４

7
条

）
可

　
継

続
し

て
５

年
の

不
使

用
の

場
合

（
＊

①
9
5
条

(1
)(

d)
）

可
（
４

６
条

　
＊

①
）

５
年

使
用

さ
れ

て
い

な
い

場
合

、
政

府
が

説
明

文
書

の
提

出
を

求
め

る
（
９

０
日

以
内

）
。

説
明

文
書

が
提

出
さ

れ
な

い
場

合
、

政
府

は
他

者
の

使
用

を
認

め
る

（
５

５
条

）
[＊

①
1
4
条

で
は

、
説

明
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

消
滅

す
る

。
]

商
標

法
、

意
匠

法
、

著
作

権
法

商
標

等
＋

不
正

競
争

に
関

す
る

法
(2

0
0
2
)

商
標

法
、

意
匠

法
、

著
作

権
法

商
標

法
、

意
匠

法
、

著
作

権
法

商
標

法
、

意
匠

法
、

著
作

権
法

不
明

商
標

法
、

意
匠

法
、

著
作

権
法

商
標

法
商

標
法

・
知

的
財

産
法

貨
幣

単
位

/
レ

ー
ト

ル
ピ

ア
(I
D

R
)／

1
0
0

ル
ピ

ア
≒

１
円

リ
エ

ル
(K

H
R

)/
1
0
0

リ
エ

ル
≒

2
.5

円

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

ド
ル

(S
G

D
)/

1
 S

G
D

≒
9
1
円

タ
イ

バ
ー

ツ
(T

H
B

)/
1
 T

H
B

≒
3
.6

円

フ
ィ

リ
ピ

ン
・
ペ

ソ
（
P

H
P

）
/
1
P

H
P

≒
2
.7

円

ブ
ル

ネ
イ

・
ド

ル
(B

N
D

) 
/
1
 B

N
D

=
 1

S
G

D
≒

9
1
円

ベ
ト

ナ
ム

ド
ン

(V
N

D
)/

 1
,0

0
0

V
N

D
≒

5
.6

円

マ
レ

ー
シ

ア
リ

ン
ギ

ッ
ド

（
Ｍ

Ｙ
Ｒ

）
1
M

Y
R

≒
3
3
.9

円

Ｕ
Ｓ

ド
ル

（
U

S
D

）
/
 1

U
S
D

≒
1
1
8
円

出
願

・
1
区

分
1
0
商

品
・

役
務

ま
で

：
U

S
$
1
0
0

・
区

分
毎

・
1
0
商

品
・
役

務
超

過
毎

に
加

算

不
明

3
1
0
S
G

D
5
0
0
T
H

B

1
区

分
毎

に
2
1
6
0
P

H
P

（
小

規
模

企
業

は
半

額
。

以
下

同
じ

。
）
（
＊

③
（
詳

細
参

照
）
）

１
区

分
毎

に
1
5
0
B

N
D

 （
＊

⑤
）

●
オ

ン
ラ

イ
ン

出
願

基
本

料
：

1
0
0
0
0
0
V

N
D

●
区

分
毎

料
金

（
商

品
・
役

務
6
品

目
ま

で
）
:3

0
0
0
0
V

N
D

●
優

先
権

主
張

料
金

：
各

　
6
0
0
V

N
D

（
＊

③
）

3
3
0
M

Y
R

●
基

本
料

金
8
0
U

S
ド

ル
●

区
分

毎
の

料
金

5
U

S
ド

ル
●

通
信

料
　

2
0
U

S
ド

ル
（
＊

③
）

登
録

不
明

不
明

3
2
5
S
G

D
3
0
0
T
H

B
1
0
0
0
P

H
P

（
＊

③
）

3
0
0
B

N
D

 （
＊

⑤
）

●
基

本
料

（
１

区
分

含
む

）
：
1
2
0
V

N
D

●
区

分
追

加
（
２

区
分

か
ら

）
：
各

区
分

毎
　

1
0
0
V

N
D

（
＊

③
）

不
明

5
5
U

S
ド

ル
[＊

③
に

は
記

載
な

し
]

不
使

用
取

消
制

度

商
標

的
表

示
の

保
護

の
法

律 費
用



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

更
新

不
明

不
明

2
5
0
S
G

D
1
0
0
0
T
H

B
1
0
0
0
P

H
P

（
＊

③
）

１
登

録
毎

に
2
0
0
B

N
D

 （
＊

⑤
）

各
区

分
毎

：
5
4
0
V

N
D

（
＊

③
）

5
2
0
M

Y
R

[出
願

と
同

じ
と

思
わ

れ
る

（
＊

③
）
]

そ
の

他
優

先
権

主
張

等
種

々
の

料
金

必
要

③
参

照

出
願

料
金

は
、

オ
ン

ラ
イ

ン
以

外
の

場
合

、
よ

り
高

い
。

（
＊

③
）

●
公

開
料

　
2
0
U

S
ド

ル
●

補
正

料
　

1
0
U

S
ド

ル
（
＊

③
）

早
期

審
査

の
請

求
が

可
能

。
料

金
5
2
0
0
P

H
P

（
＊

③
）

 

ニ
ー

ス
協

定
に

は
未

加
盟

だ
が

実
質

的
に

は
適

用
さ

れ
て

い
る

（
＊

①
1
0
5

条
(3

)）

・
事

実
上

、
商

標
法

は
存

在
し

な
い

。
・
保

護
を

受
け

た
い

場
合

は
、

所
有

権
宣

言
を

保
護

登
録

所
に

登
録

し
、

警
告

文
を

新
聞

紙
上

で
繰

り
返

す
（
＊

①
）

各
種

情
報

源
に

よ
る

と
④

の
知

財
法

が
適

用
さ

れ
る

よ
う

に
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、

ラ
オ

ス
国

知
財

、
標

準
化

、
計

量
庁

（
D

S
IM

）
の

H
P

に
よ

れ
ば

、
現

行
の

も
の

は
①

の
商

標
法

で
あ

る
。

よ
っ

て
、

[
]内

に
①

、
③

に
基

づ
く
デ

ー
タ

を
記

載
し

た
。

特
記

事
項



イ
ン

ド
ネ

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
タ

イ
フ

ィ
リ

ピ
ン

ブ
ル

ネ
イ

ベ
ト

ナ
ム

マ
レ

ー
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
ー

ラ
オ

ス
国

名

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
知

的
財

産
法

＊
②

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド ・
国

際
知

財
委

員
会

現
地

調
査

結
果

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
商

標
法

（
2
0
0
2
年

施
行

）
＊

②
：
F
ac

ts
h
e
e
t

fr
o
m

 H
P

 o
f

A
S
E
A

N
 I
P

R
 S

M
E

H
e
lp

de
sk

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
知

的
財

産
法

＊
②

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
知

的
財

産
法

＊
②

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
知

財
法

（
2
0
0
8
年

7
月

4
日

施
行

）
　

＊
②

：
F
ac

ts
h
e
e
t 

fr
o
m

H
P

 o
f 
A

S
E
A

N
IP

R
 S

M
E
 Ｈ

ｅ
ｌｐ

ｄ
ｅ

ｓ
ｋ
　

＊
③

:日
本

国
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

か
ら

リ
ン

ク
さ

れ
て

い
る

各
国

知
財

制
度

ミ
ニ

ガ
イ

ド

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
商

標
法

（
2
0
0
年

施
行

）
　

＊
②

：
日

本
国

特
許

庁
H

P
掲

載
の

日
本

語
訳

商
標

規
則

（
2
0
0
0
年

施
行

）
＊

③
：
IN

T
A

C
o
u
n
tr

y
G

u
u
id

e
(2

0
1
4
年

３
月

更
新

)＊
④

:日
本

国
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

か
ら

リ
ン

ク
さ

れ
て

い
る

各
国

知
財

制
度

ミ
ニ

ガ
イ

ド
 ＊

⑤
ブ

ル
ネ

イ
特

許
庁

に
掲

示
の

料
金

表

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
H

P
掲

載
の

和
訳

知
的

財
産

法
(2

0
1
0
 年

1
月

1
日

施
行

改
正

法
）
＊

②
：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

＊
③

：
ベ

ト
ナ

ム
特

許
庁

Ｈ
Ｐ

掲
載

の
料

金
表

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
に

掲
載

の
日

本
語

訳
知

的
財

産
法

＊
②

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

＊
①

：
日

本
国

特
許

庁
H

P
掲

載
の

和
訳

商
標

法
(1

9
9
5

年
）
＊

②
：
日

本
国

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
か

ら
リ

ン
ク

さ
れ

て
い

る
各

国
知

財
制

度
ミ

ニ
ガ

イ
ド

 ＊
③

：
ラ

オ
ス

特
許

庁
Ｈ

Ｐ
掲

載
の

料
金

表
 ＊

④
：

日
本

国
特

許
庁

H
P

掲
載

の
知

的
財

産
法

(2
0
0
8
年

）

作
成

：
日

本
弁

理
士

会
東

海
支

部
　

平
成

２
６

年
度

国
際

知
財

委
員

会

※
内

容
に

つ
い

て
は

正
確

を
記

し
ま

し
た

が
、

誤
り

の
無

い
こ

と
を

保
証

す
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

※
本

情
報

を
利

用
し

た
結

果
と

し
て

、
事

故
、

ト
ラ

ブ
ル

、
損

害
賠

償
責

任
等

が
発

生
し

た
と

し
て

も
、

日
本

弁
理

士
会

及
び

日
本

弁
理

士
会

東
海

支
部

国
際

知
財

委
員

会
の

各
委

員
は

、
一

切
の

責
任

を
取

り
ま

せ
ん

こ
と

を
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
※

本
情

報
の

無
断

複
製

を
禁

じ
ま

す
。

情
報

ソ
ー

ス
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